
 

 

 

 
 

Tax Analysis 

 

 

                                                
1 2015年 10月 7日の Tax Analysisを参照: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/ta-2015/deloitte-cn-tax-tap2292015-jp-151016.pdf 

 

For more BEPS information,  

please contact:  

 
International Tax 

Beijing 

Andrew Zhu 

Partner 

Tel: +86 10 8520 7508 

Email: andzhu@deloitte.com.cn 

 

Jennifer Zhang 

Partner 

Tel: +86 10 8520 7638 

Email: jenzhang@deloitte.com.cn 

 

Shanghai 

Leonard Khaw 

Partner 

Tel: +86 21 6141 1498 

Email: lkhaw@deloitte.com.cn 

 

Hong Ye 

Partner 

Tel: +86 21 6141 1171 

Email: hoye@deloitte.com.cn 

 

Hong Kong 

Anthony Lau 

Partner 

Tel: +852 2852 1082 

Email: antlau@deloitte.com.hk 

 

Transfer Pricing 

Shanghai 

Eunice Kuo 

Partner 

Tel: +86 21 6141 1308 

Email: eunicekuo@deloitte.com.cn 

 

Hong Kong 

Patrick Cheung 

Partner 

Tel: +852 2852 1095 

Email: patcheung@deloitte.com.hk 

 

 

BEPS行動計画 7：恒久的施設

（PE）認定の人為的回避の防

止 
 

2015年 10月 8日にペルーのリマで開催される G20財務大臣・中央銀行総裁会

議に先立ち、経済協力開発機構（OECD）は 10月 5日に、税源浸食と利益移転

（Base Erosion and Profit Shifting：以下「BEPS」）プロジェクトの下で合意され

た行動について説明した 13の最終報告書と解説序文を公表した1。これらの報

告書は、2014年の G20ブリスベン・サミットに提出され、歓迎された、最初の

7つの報告書を含み、かつ統合したものである。 

 

各 BEPS行動計画の下での成果は、包括的かつ統一的な国際課税の枠組みを構

築することを意図したものであり、国内法にかかわる勧告とモデル租税条約お

よび移転価格ガイドラインの下での国際的な原則が含まれる。これらは、各国

政府が採用すべき程度に応じて、およそ“最低基準（minimum standards）”、

“ベストプラクティス（best practices）”および“勧告（recommendations）”に

分類される。G20/OECDおよびその他の国々は、特定の事項について、今後も

2017年までフォローアップの作業を続ける予定である。 

 

2015年の成果物の一つとして、OECDは恒久的施設（Permanent Establishment：

以下「PE」）認定の人為的回避の防止（行動計画 7）に関する最終報告書を公

表した。これには、モデル租税条約の改正案が含まれている。当該報告書の内

容は、G20/OECDが 2014年 10月と 2015年 5月に公表したディスカッションド

ラフトの提言に基づくものであり、OECDモデル租税条約の第 5条における PE

（納税主体）の定義と、そのコメンタリーが新しくされる。 

 

OECDモデル租税条約第 5条の改正案 

 

コミッショネアの取決めまたは類似の方策による PE認定の人為的回避: 報告書

では、方針として、“仲介者”が一方の国において行う活動が、非居住者企業

が履行する契約の経常的な締結につながるならば、仲介者が事業の一環として

それらの活動を行う独立代理人でない限り、その非居住者企業はその国に PEを

有するものとみなされる旨を述べている。そして、コミッショネアとその他の

匿名代理人の取決めに係る PE認定の問題に対処するために、従属代理人と独立

代理人に関する規則を次のように改正することを提言している。 

 

 代理人 PEに関する規則を厳しくし、非居住者企業の名において契約を

締結する場合だけでなく、非居住者企業による財産の譲渡または使用

権の供与、あるいは役務の提供に係る契約を、仲介者が「経常的に締

結し、あるいは契約を締結する過程で経常的に重要な役割を果たす場

合で、企業が通常は契約に対して重要な修正を行わない場合」を含む

ものとする。  
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 “独立代理人”の判断基準を厳しくし、代理人が専らまたはほぼ専ら、緊密に関連する 1社あるいは複数の企

業のために活動する場合には、独立代理人に該当しないものとする。“緊密な関連”（“closely related”、こ

れはディスカッションドラフトにおける“connected”から置き換えられたものである）は、議決権および会社

の株式価値（直接または間接に 50%超を保有する場合）または実質的な支配に基づいて広く定義される。 

 

コメンタリーでは、「契約を締結する過程で経常的に重要な役割を果たす場合で、企業が通常は契約に対して重要な

修正を行わない場合」（これは、ディスカッションドラフトにおける「契約の重要な要素について交渉する」から置

き換えられたものである）という文言について、限定的な指針と例を提供する。コメンタリーによれば、この文言は

「一般的に、企業と契約を締結するよう第三者を説得する者の活動と関連する」（即ち、「販売チームとして活動す

る」）。例えば、これには、ある者が「注文を求め、取得し（ただし、正式に確定しない）、それが直接に倉庫に送

られ、企業の所有する物品が当該倉庫から引き渡され、企業が通常はこれらの取引を承認する」場合を含む。 

 

コメンタリーは、以下の重要な点についても明らかにしている。 

 

 上記の改正は、売買（buy-sell）を行う販売業者には適用されない。販売業者が低リスクであったとしても、

また「販売業者が販売される商品の所有権をどの程度の期間有するかにかかわらず」である。低リスクの販売

業者にかかわる BEPSの問題に対しては、BEPS行動計画 9（リスクと資本）により対処することになる。  

 代理人 PEとなることは、すべての所得が PEに帰属することを意味しない（事業所得に関する通常の原則が

適用される）。 

 独立代理人の定義の変更は、1社の非関連企業のためにのみ活動する代理人は必ず独立代理人とはならないと

いうことを意味するものではない（例えば、開業期にある会社の場合）。  

 

特定の活動に係る例外の適用による PE認定の人為的回避: モデル租税条約の改正は、事業を行う一定の場所を有して

いたとしても、特定の活動（保管、展示、引渡しまたは加工を目的とした物品の在庫の保有、購入または情報の収

集）のみしか行われない場合は PEに含まれないという例外は、その活動が全体の事業に関する準備的または補助的な

ものである場合にのみ適用できるということを意味する。この改正は、これらの活動が事業におけるバリューチェー

ン（特に電子商取引に係るサプライチェーンにかかわる）の重要な一環をなすような現代的なビジネスモデルを反映

したものといえる。コメンタリーでは、特定の活動は本質的に準備的または補助的なものであると考え、それらの活

動を全面的に例外とすることによる確定性を望む国は、代替的な規定を採用できるとしている。このような国は、分

割防止の規則（以下を参照）を置くことによって、十分に BEPSの問題に対処できると考えている。  

 

改正後のコメンタリーには、多くの有用な例が含まれ、“準備的または補助的”の意味に関する限定的な指針も与え

られている。例えば、オンライン販売のために物品を保管し、配送する活動は、もしそのような活動が企業の販売ま

たは流通事業の基本的な部分であるならば、準備的または補助的なものとはみなされない。一方で、通関手続の過程

で、物品を保税倉庫に保管する場合、その活動は準備的または補助的なものとみなされる。 

  

関連者間の活動の分割: モデル租税条約には、大きな影響を与える分割防止の規則が加えられる。これは、準備的また

は補助的な活動に対する例外の取扱いを受けるために、ある国における活動をグループ企業の間で“分割する

（fragment）”場合に適用されるものである。基本的に、改正後の規定によれば、次の場合には例外の取扱いを受ける

ことはできない。(a) 当該国に既に PEを有する場合、(b)「同一の企業または緊密に関連する企業が行う活動の組み合

わせによる全体の活動が準備的または補助的な性格のものではない」（現地の居住者企業の活動を含む）場合。いず

れの場合も、それらの活動が「密接に結び付いた事業の一部となる補完的な機能」を構成する場合に当該規則が適用

される。 

 

建設契約の分割: 報告書では、各契約の期間が建築工事現場、建設または据付のプロジェクトにおいて PEを構成する

こととなる 12ヵ月の期間に満たなくなるように、グループ会社の間で契約を分割するという問題に対処するために、

コメンタリーを以下のように改正するとしている。 

 

 契約の分割の問題に対処するために、条約の濫用防止（BEPS行動計画 6）のための主要目的テストをどのよ

うに適用するかを説明するための例を追加する。 

 主要目的テストを含まない条約について、代替的な条項を提案する。これは、12ヵ月の期間の計算にあたり、

企業の現場での活動期間に、緊密に関連する企業によって行われる関連の活動（30日を超える）の期間を合算

するというものである。  

 

保険: 報告書では、モデル租税条約において、保険業に関して特別な PEの認定基準は置かないことを確認している。

保険業もその他の業種と同じように取り扱われることになる（特定の国家間の二国間租税条約において、別途約定さ

れる場合を除く）。  

 

 

PEへの所得の帰属と移転価格にかかわる行動計画との相互の影響 

 

PEへの所得の帰属の問題に関しては、さらに指針が出されるだろう。報告書によれば、PEに帰属すべき所得の決定に

関する OECDの現行の規則を大幅に変更する必要はないが、認定基準の変更によって新たに PEとみなされた場合に、



規則をどのように適用するかについての追加的な指針が必要となる。この指針は、金融サービス業以外の企業に焦点

が当てられ、BEPS行動計画による無形資産、リスクと資本に関する移転価格ガイドラインの改訂も考慮することにな

る。 

 

適時に多国間協定を通じて租税条約における PEの認定基準の改正が実行できるように、新しい指針に関する作業は、

2016年末までに完了すると見込まれている。 

 

コメントおよび今後の作業 

 

最終報告書は、国外の会社の貿易利益に対する課税権にかかわる PEの認定基準に大きな変更を加えるものである。将

来、グループ企業の貿易利益は主として、現行の規則の下における主な課税国とは異なる国において課税されること

になるかもしれない。報告書は、グループの複雑なサプライチェーンを用いることによって、重要な活動が行われる

国（通常は市場所在国であるが、必ずそうであるとは限らない）に納税主体を有することを人為的に回避することが

できないようにするために必要と考えられる変更を、モデル租税条約およびコメンタリーに加えることを意図してい

る。 

 

予想されていたように、企業がコミッショネアまたは匿名代理人を通じてある国で活動を行う場合、その国において

PEを構成することになる。これらの取決めに関しては、契約当事者が「通常は契約に対して重要な修正を行わない」

場合に、いずれの一方が販売または仕入を行う過程で「経常的に重要な役割を果たす」かを、判断することになる(こ

れは、複数の活動にかかわる状況において、複数の当事者が課税権を主張することがないように、主導者となる者に

焦点を当てているという点で、ディスカッションドラフトにおける提言を大きく改善したものといえる)。モデル租税

条約のコメンタリー（租税条約の本文ではない）では、売買型の販売業者（限定的リスクの販売業者を含む）は、そ

れが代理する企業の PEを構成しない（ただし、代理される企業が現地で同時に在庫を保有する場合には、分割防止の

規則により、PEを構成する可能性がある）という政策の意図が明確に述べられている。 

 

いくつかの変更点（“仲立人（broker）”に関する内容の削除、少なくとも 10%の販売が非関連者に対するものである

場合に“独立性”があるとされるという規定、“緊密な関連”という新しいテストに関する規定の追加等）は、グル

ープ内における、“独立代理人”は PEを構成しないという例外の適用を制限することになる。これは特に、金融サー

ビス業に関連する。 

 

在庫保有に関する変更は大きな影響をもたらす可能性がある。多くの多国籍企業が最初に検討するのは、ある国にあ

る場所（例えば、倉庫または委託製造工場）に対して、非居住者企業が“自由な支配”（即ち、“at the disposal”）を

行えるか否かということであろう。“自由な支配”という概念はコメンタリーにあり、モデル租税条約の本文にはな

い。しかし、政策の意図は明らかである。その場所が非居住者企業による“自由な支配”の下にあったとしても、準

備的または補助的な性格の活動に対してはなお例外規定が適用される（ただし、締約国双方が合意すれば、より一般

的に在庫保有は PEを構成しないという規定を保持することも選択できる）。しかしながら、そのような例外の取扱い

には分割防止の規則が適用される可能性がある。大型の多国籍企業は、同一の国においてグループ内の他の会社が他

の活動も行っている可能性が高いことから、例外の取扱いを受けることは難しいかもしれない。このことは、委託製

造の委託者およびその他の理由で海外に在庫を保有する企業に追加的なコンプライアンスのコストが生じる可能性が

あることを意味する。 

 

商業貿易の取決めにも潜在的な影響を与えることから、すべての企業が、これらの変更に大きな関心を寄せている。

不確定性のある事項に関しては、企業に追加的なコンプライアンスのコストが生じるだろう。例えば、誰が（どこ

で）契約締結のために重要な役割を果たすのか（特に販売人員が出張する場合に関連する）、事業においていずれの

活動が準備的または補助的な性格のものであるのか、何が密接に結び付いた事業であるのかといったことが含まれ

る。同様に、これらについてモニターし、調査を行う税務機関にとっても、行政コストがかかることになる。加え

て、PE認定の基準はそのまま貿易利益に対する主な課税権の国家間における配分の基準となるため、新しい定義によ

り、少なくとも短中期には（少なくとも実務において改善が図られる過程においては）、税務機関と企業の間、ある

いは異なる国の税務機関の間で論争が生じ、結果として二重課税が生じるのではないかという懸念もある。 

 

一つの懸念とされる事項は、租税条約の条項そのものではなく、コメンタリーにおいて、いくつかの重要な点を説明

しようとしていることである。例えば、もし“自由な支配”の概念を第 5条に含めれば、ある場所に対して非居住者企

業が“自由な支配”（この概念は長らく、多くの論争と議論を生じてきた）を行っているか否かがポイントになると

いう解釈がより有効なものになるだろう。限定的なリスクの販売業者は非居住者企業の PEを構成しないということに

ついても同様である。 

 

第 5条に対する改正案は、垂直統合されたサプライチェーンを有するグループと、第三者（例えば、第三者販売業者あ

るいは独立の物流会社によって運営される倉庫）を用いているグループに対する取扱いが異なる可能性を示してい

る。前者では、グループ企業は将来、現地国に非居住者企業の納税主体を有することになる可能性があるが、後者は

そうではない。この改正と“自由な支配”に基づく判断により、不合理な差異が生じることになるかもしれない。 

 

G20/OECDは分析に適切な時間をかけた上で、2016年 12月までに、PEへの所得の帰属の原則の適用に関する金融以外

のサービス業向けの新たな指針を公表することに同意している（「PEへの所得の帰属に関するレポート（2010年



版）」を参照）。なお、特に現地国に“重要な人員の機能”がない場合、新たな PEに帰属する所得は限定的である可

能性がある。 

 

報告書では、今回の改正は将来に向けてのものであり、OECDモデル租税条約の従来の条項およびそれらの条項を含む

租税条約の解釈には影響を与えないと述べている。 

 

G20は 2015年 11月に、報告書の内容に対して最終的な承認を与えるものと見込まれている。二国間の議定書により、

租税条約の改正をより早く実行することを選択する場合を除き、PE認定の基準の変更を反映する租税条約の改正は、

多国間協定を通じて 2017年から実行されることになるだろう。 

 

G20/OECDによる BEPSプロジェクトの最終報告書の公表後に中国の国家税務総局（State Administration of Taxation：以

下「SAT」）が開催した BEPSプロジェクトの説明会において、SATは、PE認定の問題に関する SATの見解は行動計

画 7の報告書における提言と基本的に一貫するものであると述べた。この SATの見解は、国税発[2010]75号の通達に

反映されている。SATはまた、現在、中国の実務において長く用いられてきた、（原価または収入に基づく）“みな

し利益”により PEに対して課税するという方法の合理性をレビューしているとも述べた。さらに、SATはこれを契機

として、中国に PEを有する多国籍企業のコンプライアンス管理を強化するとしている。よって、多国籍企業（特に中

国国内のマーケティングサービス企業の支援の下で、中国国外から中国の買い手および消費者へ商品を販売し、また

はサービスを提供する企業）は、行動計画 7の内容と上述した SATのコメントに照らして、現行のビジネスモデルを

レビューすることが必要になるだろう。 
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